
 
福井県管理河川 嶺北ブロック減災対策協議会規約（改正）の新旧対比表 

 
変 更 前 変 更 後 

（附則） 

第１１条 

 

（附則） 

第１１条 

この規約は、令和元年６月５日に改正する。 

別表２（幹事会） 

福井市 危機管理室長 

勝山市 建設課長 

池田町 総務課長 

池田町 産業振興課長 

 

別表２（幹事会） 

福井市 危機管理課長 

勝山市 都市建設課長 

池田町 総務財政課長 

池田町 町土整備課長 

 

資料１０－１ 


